
「香川県医療施設生産性向上・職場環境整備等支援事業」 

申請手続の流れ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．給付対象事業が完了している場合の手続き 

  申請時点で事業が完了している方は、以下の手続きでご申請ください。（申請受付期間

内に事業完了となる予定の方も、完了後に以下の手続きでご申請いただいて差し支えあ

りません。） 

 

 

 

 

給付金の支払手続を実施（ご指定の口座に入金します）

【給付金を申請される方】 【香川県医療政策課】

以下の書類を作成・準備し、ご申請ください

●交付申請書兼口座振替依頼書(様式１)

●申請書兼実績報告書(様式２－１)

●振込先口座の通帳の写し

提出された書類等の内容を審査

 給付金の交付決定兼額の確定に関する通知書

 を作成
（ご対応いただくことは特段ありません）

申 請

通知書発出

給付金を入金

給付対象事業が完了している場合と、完了していない場合で手続きが異なります

ので、下記１または２をご確認のうえ、申請手続きを行ってください。なお、事業

が完了となる場合は以下のとおりです。 

＜事業が完了となる場合＞ 

① ＩＣＴ機器等の導入 

購入した機器やサービスの納品が完了し、業務効率化が図られた。 

② タスクシフト／シェアによる業務効率化 

  新たな職員が実際に配置された等により、業務効率化が図られた。 

 ③ 給付金を活用した更なる賃上げ 

賃上げ相当分が実際に職員に支給されたことで、処遇改善が図られた。 

 ※②、③は申請までに、給付金相当分の給与の支給が完了している必要があります。 

 

下 

記をご確認のうえ、申請手続きを行ってください。 

 

給付対象事業が完了していない場合の手続きは、次頁をご確認ください。 



 

２．給付対象事業が完了していない場合の手続き 

  申請受付期間内に事業完了とならない場合は、以下の手続きでご申請ください。 

また、「給付対象期間である令和８年３月分までのランニングコスト（例えば、リース

契約の月額利用料等）にかかる申請」を行う場合など、給付対象事業の実施期間が、申請

受付期間を超過する場合についても、こちらの手続きでご申請ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

給付対象事業の完了後、事業の実績報告として

以下の書類を作成し、ご提出ください

●実績報告書（様式２－３）

提出された書類等の内容を審査

給付金の額の確定に関する通知書を作成

以下の書類を作成・準備し、ご申請ください

●交付申請書兼口座振替依頼書(様式１)

●申請書(様式２－２)

●振込先口座の通帳の写し

提出された書類等の内容を審査

給付金の交付決定を踏まえ、ご申請のあった

給付対象事業を実施してください
給付金の交付決定に関する通知書を作成

給付金の支払（前払い）手続を実施

【給付金を申請される方】 【香川県医療政策課】

申 請

通知書発出

給付金を入金

提 出

（給付対象事業の完了前に、

ご指定の口座に入金します）

通知書発出（ご対応いただくことは原則としてありません）


